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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　食道が視覚化システムによって映し出された時の前記食道の視覚化を改善するためのデ
バイスにおいて、
　前記視覚化システムによって映し出された時に明瞭に見える構造体であって、前記視覚
化システムによって映し出された時の、前記食道の表面の視覚化品質を改善するために、
前記構造体が前記食道の中に挿入された時、拡張して前記食道の内部表面と整合するよう
に配置されている、構造体と、
　前記デバイスが前記食道から取り外されるのを助けるために、前記食道の中から外へ延
びるように配置されている、前記構造体に取り付けられているひもと、
　を有し、
　前記構造体は、金属製ワイヤーグリッド、圧縮性コイル、バネ、および可撓性メッシュ
チューブのうちの少なくとも１種を有している、
デバイス。
【請求項２】
　請求項１に記載のデバイスにおいて、
　前記構造体は、金属製のワイヤーグリッドを有している、デバイス。
【請求項３】
　請求項１に記載のデバイスにおいて、
　前記構造体は、圧縮性コイル、バネ、および可撓性メッシュチューブのうちの少なくと
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も一種を有している、デバイス。
【請求項４】
　請求項１に記載のデバイスにおいて、
　１個以上の位置センサーであって、前記構造体に取り付けられており、前記１個以上の
位置センサーの位置座標を前記視覚化システムに提供するように構成されている、位置セ
ンサー、
　を有している、デバイス。
【請求項５】
　食道の視覚化を改善するためのデバイスにおいて、
　前記食道の中に挿入された時、拡張して前記食道の内部表面と整合するように配置され
ている構造体と、
　前記構造体に取り付けられている１個以上の位置センサーであって、前記１個以上の位
置センサーの各々の位置信号を発生して、位置追跡システムが前記食道の内部における前
記１個以上の位置センサーの各々の位置を算出することができるように配置されている、
位置センサーと、
　を有し、
　前記構造体は、金属製ワイヤーグリッド、圧縮性コイル、バネ、および可撓性メッシュ
チューブのうちの少なくとも１種を有している、
デバイス。
【請求項６】
　請求項５に記載のデバイスにおいて、
　前記構造体は、視覚化システムによって映し出された時、明瞭に見える、デバイス。
【請求項７】
　請求項５に記載のデバイスにおいて、
　前記位置センサーは、磁気的位置追跡システムによって作り出された複数の磁場を探知
するように、かつ、前記探知された磁場に対してそれぞれ前記位置信号を発生するように
配置されている、デバイス。
【請求項８】
　請求項５に記載のデバイスにおいて、
　前記位置センサーは、インピーダンスベース位置追跡システムによって作り出された複
数の電気信号を探知するように、かつ、前記探知された電気信号に対してそれぞれ前記位
置信号を発生するように配置されている、デバイス。
【請求項９】
　器官の視覚化を改善するためのデバイスにおいて、
　前記器官の中に挿入された時、拡張して前記器官の内部表面と整合するように配置され
ている構造体と、
　前記構造体に取り付けられている１個以上の位置センサーであって、前記１個以上の位
置センサーの各々の位置信号を発生して、位置追跡システムが前記器官の内部における前
記１個以上の位置センサーの各々の位置を算出することができるように配置されている、
位置センサーと、
　を有し、
　前記構造体は、金属製ワイヤーグリッド、圧縮性コイル、バネ、および可撓性メッシュ
チューブのうちの少なくとも１種を有している、
デバイス。
【請求項１０】
　請求項９に記載のデバイスにおいて、
　前記構造体は、視覚化システムによって映し出された時、明瞭に見える、デバイス。
【請求項１１】
　患者を処置するためのシステムにおいて、
　患者の体の少なくとも一部分を映し出すように配置されている視覚化システムと、
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　前記患者の食道が前記視覚化システムによって映し出された時の、前記食道の表面の視
覚化品質を改善するために、前記食道の中に挿入される時、拡張して前記食道の内部表面
と整合するように配置されている構造体、を有するマーカーデバイスと、
　を備えており、
　前記構造体は、金属製ワイヤーグリッド、圧縮性コイル、バネ、および可撓性メッシュ
チューブのうちの少なくとも１種を有している、
患者を処置するためのシステム。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の患者を処置するためのシステムにおいて、
　前記構造体は、視覚化システムによって映し出された時、明瞭に見える、患者を処置す
るためのシステム。
【請求項１３】
　請求項１１に記載の患者を処置するためのシステムにおいて、
　前記視覚化システムは、前記食道を映し出すように機能する画像化システムを備えてい
る、
　患者を処置するためのシステム。
【請求項１４】
　請求項１１に記載の患者を処置するためのシステムにおいて、
　前記マーカーデバイスは、前記構造体に取り付けられた１個以上の位置センサーであっ
て、当該１個以上の位置センサーのそれぞれの位置信号を発生するように配置された１個
以上の位置センサー、を備えており、
　前記視覚化システムは、前期それぞれの位置信号に基づいて前記１個以上の位置センサ
ーの各々の位置を追跡して、前記１個以上の位置センサーの位置座標を算出するように機
能するマッピングシステムを備えている、
　患者を処置するためのシステム。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の患者を処置するためのシステムにおいて、
　前記マッピングシステムは、磁気的位置追跡システム、およびインピーダンスベース位
置追跡システム、のうちの少なくとも一方を備えている、患者を処置するためのシステム
。
【請求項１６】
　請求項１４に記載の患者を処置するためのシステムにおいて、
　前記視覚化システムは、前記マッピングシステムに加えて、前記食道を映し出すように
機能する画像化システムを備えており、
　前記視覚化システムは、前記位置センサーの位置座標を前記画像化システムによって作
り出された画像に位置合わせし、かつ、前記位置座標と前記画像とを一緒に医師に表示す
るように配置されている、
　患者を処置するためのシステム。
【請求項１７】
　請求項１１に記載の患者を処置するためのシステムにおいて、
　患者の心臓の医療処置を実施するために、前記心臓の中に挿入されるように構成されて
いるカテーテル、
　を備え、
　前記視覚化システムは、前記カテーテルと前記食道の相対的位置を決定するように配置
されている、患者を処置するためのシステム。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の患者を処置するためのシステムにおいて、
　前記視覚化システムは、前記相対的位置に反応して、前記処置に関連する警報条件を検
知するように、かつ、前記警報条件が検出された時、医師に警報するように配置されてい
る、患者を処置するためのシステム。
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【請求項１９】
　請求項１１に記載の患者を処置するためのシステムにおいて、
　前記マーカーデバイスは、
　前記構造体に取り付けられたひもであって、前記食道の中から外に延びて、前記食道か
ら前記マーカーデバイスが取り外されるのを助けるように配置されている、ひも、
　を有している、患者を処置するためのシステム。
【請求項２０】
　患者を処置するためのシステムにおいて、
　患者の体の少なくとも一部分を映し出すように配置されている視覚化システムと、
　前記視覚化システムによって映し出された時、明瞭に見える構造体を有するマーカーデ
バイスであって、前記患者の器官が前記視覚化システムによって映し出された時の、前記
器官の表面の視覚化品質を改善するために、前記構造体は、前記構造体が前記患者の器官
の中に挿入された時、拡張して前記器官の内部表面と整合するように配置されている、マ
ーカーデバイスと、
　を備えており、
　前記構造体は、金属製ワイヤーグリッド、圧縮性コイル、バネ、および可撓性メッシュ
チューブのうちの少なくとも１種を有している、
患者を処置するためのシステム。
【発明の詳細な説明】
【開示の内容】
【０００１】
〔発明の分野〕
　本発明は概して、医療および治療のシステムに関し、詳しくは、治療処置が行われる間
、器官の画像品質を改善するための方法および装置に関する。
【０００２】
〔発明の背景〕
　食道の一部分は、左心房および冠状静脈洞に極めて近接して通っているため、心臓アブ
レーション等のカテーテルベース治療処置は、時々、食道に損傷を引き起こすことがある
。左心房が食道に解剖学的に近接していることは、例えば、レモダ(Lemoda)等：「左心房
および食道の解剖学のコンピュータ断層撮影分析：左心房のカテーテルアブレーション関
連 (Computed Tomographic Analysis of the Anatomy of the Left Atrium and the Esop
hagus: Implication for Left Atrial Catheter Ablation)」，Ｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ
，（１１０：２４），第３６５５頁～３６６０頁（２００４年１２月１４日）に記述され
ている。この論文は、言及されることによって本明細書に組み入れられる。冠状静脈洞が
食道に近接していることは、例えば、心臓血管電気生理学ジャーナル(Journal of Cardio
vascular Electrophysiology)，（１７：４）（２００６年４月）に公表される予定の、
ツァオ(Tsao)等：「食道の冠状静脈洞への解剖学的近接：冠状静脈洞内部のカテーテルア
ブレーション関連 (Anatomic Proximity of the Esophagus to the Coronary Sinus: Imp
lication for Catheter Ablation Within Coronary Sinus)」に記述されている。この論
文は、言及されることによって本明細書に組み入れられる。
【０００３】
　上記の処置の安全性を改善するための幾つかの方法およびシステムは、当該技術分野で
知られている。例えば、ポラック(Pollak)等は、研究報告書題名「左心房アブレーション
の安全性を改善する、食道の新規画像化技術(Novel Imaging Techniques of the Esophag
us Enhancing Safety of Left Atrial Ablation)」，心臓血管電気生理学ジャーナル(Jou
rnal of Cardiovascular Electrophysiology)，（１６：３），第２４４頁～２４８頁（
２００５年３月）の中に、食道を画像化するための画像化技術を記述している。この研究
報告書は、言及されることによって本明細書に組み入れられる。
【０００４】
　前記研究報告書には、左心房の心房細動の高周波（ＲＦ）カテーテルアブレーションが
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行われる間に実施される画像化技術が記述されている。該研究報告書によると、バリウム
・クリーム(barium cream)とジグルタミン酸ガドリニウムとの混合物によって、左心房と
肺静脈との磁気共鳴血管造影（ＭＲＡ）が行われている間に食道を画像化することが可能
になった。もう１つの技術において、左心房と肺静脈とのコンピュータ断層撮影血管造影
画像化(computed tomography angiographic imaging)が行われている間に用いられるバリ
ウム・クリームによって、食道を画像化することが可能になった。食道は、電気解剖学的
マッピングシステム(electroanatomic mapping system)によっても画像化された。前記研
究報告書によると、食道および左心房の画像化は、食道と部分的に重なり合う左心房組織
の中のカテーテルアブレーションを回避するのに役立った。
【０００５】
　ウー(Wu)およびワン(Wang)は、研究報告書題名「経皮的バルーン僧帽弁形成術の間、バ
リウムを飲み込んだ後、食道による左心房圧痕を利用して、最適な中隔穿刺部位を決定す
ること(Using Left Atrial Esophagus Impression After a Barium Swallow to Determin
e the Optimal Septal Puncture Site During Percutaneous Balloon Mitral Valvulopla
sty)」，カナダ心臓病学ジャーナル(Canadian Journal of Cardiology)，（１９：１３）
，第１５０９頁～１５１２頁（２００３年１２月）に、左心房・食道の画像化を用いてバ
ルーン弁形成術を適用する方法を記述している。この研究報告書は、言及されることによ
って本明細書に組み入れられる。その研究論文には、経皮的バルーン僧帽弁形成術（ＰＢ
ＭＶ）を行うための経中隔カテーテル法が記述されている。バリウムを飲み込んだ後の、
食道による左心房（ＬＡ）圧痕を左心房のシルエットとして利用して、中隔穿刺部位が確
認された。
【０００６】
〔本発明の概要〕
　心臓アブレーション等の幾種類かの医療処置において、器官の画像化品質を改善するこ
とは望ましい。例えば、左心房におけるアブレーションを行う場合、食道に隣接する心内
膜のアブレーション領域を回避するために、食道の画像化品質を改善することは望ましい
。
【０００７】
　したがって、本発明の具体例は、器官が視覚化システムによって映し出された時、該器
官の視覚化品質を改善するためのデバイスを提供する。視覚化システムは、画像化システ
ム、マッピングシステム、または、それらの両方を備えることができる。開示されるデバ
イスは、視覚化システムによって映し出された時、明瞭に見える材料を含む構造体を有し
ている。視覚化システムが使用される場合、器官の表面の視覚化品質を改善するために、
該構造体は、該器官の中に挿入され、該器官の内部表面に自己整合する(self-conforms)
。
【０００８】
　幾つかの具体例において、他の源からの画像と一緒に器官の画像の位置追跡および／ま
たは重ね合わせ(registration)を可能にするために、位置センサーが取り付けられている
。
【０００９】
　したがって、本発明の具体例によると、食道が視覚化システムによって映し出された時
の前記食道の視覚化を改善するためのデバイスにおいて、
　前記視覚化システムによって映し出された時、明瞭に見える材料を含む構造体であって
、前記食道が前記視覚化システムによって映し出された時の、前記食道の表面の視覚化品
質を改善するために、前記構造体が前記食道の中に挿入された時、拡張して前記食道の内
部表面と整合する(conforms)ように配置されている、前記構造体と、
　前記デバイスが前記食道から取り外されるのを助けるために、前記食道の中から外へ延
びるように配置されている、前記構造体に取り付けられているひもと、
を有する、デバイスが提供される。
【００１０】
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　１つの具体例において、前記構造体は、金属製のワイヤーグリッドを有している。追加
的または代わりに、前記構造体は、圧縮性コイル、バネ、および可撓性メッシュチューブ
のうちの少なくとも一種を有することができる。もう１つの具体例において、前記デバイ
スは、１個以上の位置センサーであって、前記構造体に取り付けられており、位置座標を
前記視覚化システムに提供するように構成されている該位置センサーを有している。
【００１１】
　更に、本発明の１つの具体例によると、食道の視覚化を改善するためのデバイスにおい
て、
　前記食道の中に挿入された時、拡張して前記食道の内部表面と整合するように配置され
ている構造体と、
　前記構造体に取り付けられている１個以上の位置センサーであって、各々の位置信号を
発生して、位置追跡システムが前記食道の内部における前記の１個以上の位置センサーの
各々の位置を算出することができるように配置されている、該位置センサーと、
を有する、上記デバイスが提供される。
【００１２】
　１つの具体例において、前記位置センサーは、磁気的位置追跡システムによって作り出
された複数の磁場を探知するように、かつ、前記の探知されたそれらの磁場に対してそれ
ぞれ前記位置信号を発生するように配置されている。もう１つの具体例において、前記位
置センサーは、インピーダンスベース位置追跡システムによって作り出された複数の電気
信号を探知するように、かつ、前記の探知された電気信号に対してそれぞれ前記位置信号
を発生するように配置されている。
【００１３】
　更に、本発明の１つの具体例によると、器官の視覚化を改善するためのデバイスにおい
て、
　前記器官の中に挿入された時、拡張して前記器官の内部表面と整合するように配置され
ている構造体と、
　前記構造体に取り付けられている１個以上の位置センサーであって、各々の位置信号を
発生して、位置追跡システムが前記器官の内部における前記の１個以上の位置センサーの
各々の位置を算出することができるように配置されている、該位置センサーと、
を有する、上記デバイスが提供される。
【００１４】
　本発明の１つの具体例によると、患者を処置するためのシステムにおいて、
　患者の体の少なくとも一部分を映し出すように配置されている視覚化システムと、
　前記患者の食道が前記視覚化システムによって映し出された時の、前記食道の表面の視
覚化品質を改善するために、前記患者の食道の中に挿入される時、拡張して前記食道の内
部表面と整合するように配置されている構造体、を有するマーカーデバイスと、
を備えている、上記の患者を処置するためのシステムが更に提供される。
【００１５】
　１つの具体例において、前記マッピングシステムは、磁気的位置追跡システムおよびイ
ンピーダンスベース位置追跡システムの少なくとも一つを備えている。
【００１６】
　もう１つの具体例において、前記視覚化システムは、前記マッピングシステムに加えて
、前記食道を映し出すように機能する画像化システムを備えており、また、前記視覚化シ
ステムは、前記位置センサーの位置座標を前記画像化システムによって作り出される画像
に位置合わせし、かつ、前記位置座標および前記画像を一緒に医師に表示するように配置
されている。
【００１７】
　更にもう１つの具体例において、患者の心臓の医療処置を実施するために、前記心臓の
中に挿入されるように構成されているカテーテルを備えており、しかも、前記視覚化シス
テムは、前記カテーテルと前記食道の相対的位置を決定するように配置されている。更に
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もう１つの具体例において、前記視覚化システムは、前記相対的位置に反応して、前記処
置に関連する警報条件を検知するように、かつ、前記警報条件が検出された時、医師に警
報するように配置されている。
【００１８】
　本発明の１つの具体例によると、患者を処置するためのシステムにおいて、
　患者の体の少なくとも一部分を映し出すように配置されている視覚化システムと、
　前記視覚化システムによって映し出された時、明瞭に見える材料を含む構造体を有する
マーカーデバイスであって、前記患者の器官が前記視覚化システムによって映し出された
時の、前記器官の表面の視覚化品質を改善するために、前記構造体は、前記構造体が前記
患者の器官の中に挿入される時、拡張して前記器官の内部表面と整合するように配置され
ている、マーカーデバイスと、
を備えている、上記の患者を処置するためのシステムが更に提供される。
【００１９】
　本発明の１つの具体例によると、患者を処置するための方法において、
　拡張して前記患者の食道の内部表面と整合するように配置されている構造体を有するマ
ーカーデバイスを、前記食道の中に挿入する段階と、
　前記患者の胸部の画像を形成する段階であって、前記食道に入っている前記構造体が前
記画像における前記食道の位置を示す段階と、
　前記画像を使用しながら前記患者の前記胸部の医療処置を行う段階と、
を含む、上記方法が更に提供される。
【００２０】
　１つの具体例において、前記医療処置を行う段階は、前記処置の計画を立て直す段階、
および、前記画像を用いて前記処置の結果を確認する段階の少なくとも１つを含む。
【００２１】
　本発明の１つの具体例によると、患者を処置するための方法において、
　拡張して前記患者の器官の内部表面と整合するように配置されている構造体を有するマ
ーカーデバイスを、前記器官の中に挿入する段階と、
　前記患者の体の少なくとも一部分の画像を形成する段階であって、前記器官に入ってい
る前記構造体が前記画像における前記器官の位置を示す段階と、
　前記画像を使用しながら前記患者の体の前記の少なくとも一部分の医療処置を行う段階
と、
を含む、方法が更に提供される。
【００２２】
　本発明は、添付図面と一緒にして考慮される、下記の本発明の諸具体例の詳細な記述か
ら、より完全に理解されるであろう。
【００２３】
〔具体例の詳細な記述〕
　図１は、本発明の具体例による、心臓アブレーション(cardiac ablation)を実施するた
めのシステム２０の概略見取り図である。医師２４は、心臓アブレーション処置を実施す
るために、患者３６の心臓３２の中にカテーテル２８を挿入する。カテーテル２８は典型
的には、アブレーション電極を備えている。アブレーション電極は、当該技術分野では知
られているように、心内膜上の選定された地点（心臓の内部表面）に、集中した高周波エ
ネルギーを加える。
【００２４】
　場合により、患者の食道４０の部分は、心臓３２の部分、とりわけ、左心房の後部およ
び冠状静脈洞、に部分的に重なるか、または、それらに隣接している場合がある。このよ
うに近接しているために、心臓アブレーション処置は、食道に熱的損傷を引き起こすこと
があり、時々、結果として食道穿孔が生じる。
【００２５】
　損傷が食道に引き起こされるのを防止するために、視覚化システム(visualization sys
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tem)４４は、医師に、患者の体の少なくとも一部分（典型的には、心臓と、心臓に極めて
接近している食道部分とを含む）の画像を提供する。視覚化システムは、心臓アブレーシ
ョン処置が行われている心臓室と、処置を実施しているカテーテルと、心臓に隣接する食
道領域との位置を示す画像を表示する。医師は、これらの画像を利用しながら、アブレー
ション処置を計画し実施することができ、同時に、食道に極めて接近している心内膜領域
は回避される。
【００２６】
　幾つかの具体例において、視覚化システム４４は、画像化システム(imaging system)４
５を備えている。画像化システムは、体の部分および特徴がそれらの物質組成および／ま
たはそれらの化学的特性もしくは物理的特性の相違に反応して映し出される、ある種の画
像診断療法を使用する。例えば、画像化システム４５は、患者の体の部分にＸ線を放射す
る蛍光画像システム(fluoroscopic imaging system)を備えることができる。体を透過し
たＸ線放射線は、検出器によって受信されて、照射された体の部分の画像を再構成するた
めに使用される。画像診断療法の他の例には、超音波コンピュータ断層撮影(ultrasonic 
computerized tomography)（ＣＴ）法および磁気共鳴断層撮影(magnetic resonance imag
ing system)（ＭＲＩ）法が包含される。カテーテル２８の材料組成および物理的特性が
相違するため、画像診断療法は典型的には、カテーテル２８の位置を追跡することも可能
である。
【００２７】
　追加的または代替的に、視覚化システム４４は、マッピングシステム(mapping system
：地図作成システム)４７を備えている。マッピングシステム４７では、マッピングシス
テム４７が専用の人体内センサー(intrabody sensors)の位置を追跡するある種のマッピ
ング方法(mapping modality)が利用される。例えば、センサーは、カテーテル２８に嵌め
込むことができる。その場合、マッピングシステム４７は、所望の器官の地図を作成して
、該地図に相対するカテーテルの現在位置を表示するために、センサーの位置を追跡する
。該地図は、画像化システム４５によって捕らえられた画像と一緒に記録され、かつ、該
画像上に重ね合わせられることが可能である。
【００２８】
　例えば、マッピングシステム４７は、カテーテルおよび／または他の体内物体に嵌め込
まれた位置センサー（例えば、コイル）を追跡する磁気的位置追跡システム(magnetic po
sition tracking system)を備えることができる。磁気的に位置を追跡するための幾つか
のシステムおよび方法は、例えば、ＰＣＴ特許公開ＷＯ96/05768号、米国特許第5,391,19
9号、同第5,443,489号、同第6,690,963号、同第6,239,724号、同第6,618,612号および同
第6,332,089号明細書、ならびに、米国特許出願公開第2002/0065455A1号、同第2003/0120
150A1号および同第2004/0068178A1号明細書に記述されている。それらの明細書の開示内
容は全て、言及されることによって、本明細書に組み入れられる。
【００２９】
　図１の典型的な相対的配置(configuration)に関連するが、磁気的位置追跡システム４
７は、心臓および食道の関連部分を含む動作範囲の中に磁場を発生させる場発生コイル(f
ield-generating coils)４９を備えている。磁気的位置追跡システム４７は、以下に説明
されるように、カテーテル２８中に嵌め込まれたセンサーと、食道の中に挿入されるデバ
イスの中に嵌め込まれたセンサーとを追跡する。それらのセンサーは、場発生コイル４９
によって発生した磁場を探知し、各々の位置追跡信号を生じる。該信号は、それらのセン
サー位置を示す。磁気的位置追跡システム４７は、センサー位置を追跡することによって
、食道および心臓に関連するカテーテルの位置を医師に提供することができる。
【００３０】
　マッピング方法のもう１つの例として、磁気的位置追跡システム４７は、体内物体に取
り付けられた電極の位置を追跡するインピーダンスベース位置追跡システム(impedance-b
ased position tracking system)を備えることができる。該電極は、外部に取り付けられ
た変換器(transducers)から体組織を通して送信される電気信号を探知する。典型的なイ
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ンピーダンスベース追跡システムは、米国特許第5,983,126号、同第6,456,864号、および
同第5,944,022号明細書、ならびに、特許出願日２００５年１月７日の米国特許出願11/03
0,934号明細書に記述されている。それらの明細書の開示内容は、言及されることによっ
て、本明細書に組み入れられる。
【００３１】
　追加的または代替的に、視覚化システム４４は、当該技術分野で知られている適切な他
の画像診断療法および／もしくはマッピング方法、または、そのような方法の組合せであ
ればいかなるものをも使用することができる。視覚化システム４４は、画像化された心臓
、食道およびカテーテルを医師に提供する表示部(display)４６を備えている。
【００３２】
　視覚化システム４４による、食道の視覚化品質(visualization quality)を改善するた
めに、心臓に隣接する食道領域の中に、食道マーカーデバイス(esophangus marker devic
e)４８を挿入する。食道マーカーデバイス４８は原則として、該デバイス４８が食道の内
部表面に自己整合する(self-conform)ことができるように構成される。食道マーカーデバ
イス４８は、以下に詳細に記述されるように、該デバイスが視覚化システムによって映し
出される時、該デバイスを明瞭に見ることができるように、構成される。このように、食
道マーカーデバイス４８は、一旦、挿入されて、食道の表面と自己調整(self-aligned)す
れば、デバイス４８は食道の表面を表すので、該表面は、視覚化システムによって明瞭か
つ精確に標示される。
【００３３】
　食道マーカーデバイス４８の典型的な具体例は、図２Ａおよび図２Ｂに関連して、以下
に詳細に記述する。マーカーデバイス４８の特徴は、説明されるとおり、マーカーデバイ
スが視覚化システム４４によって明瞭に映し出されるように、用いられる画像診断療法と
調和することが望ましい。
【００３４】
　図２Ａおよび図２Ｂは、本発明の具体例によるマーカーデバイス４８の概略的図解であ
る。この具体例において、デバイス４８は、弾性グリッド(resilient grid)５２が画像化
システム４５によって映し出された時、明瞭に見ることのできる材料で作られた該弾性グ
リッド５２を備えている。例えば、画像化システム４５が蛍光画像システムを備えている
場合、グリッド５２は、可撓性金属ワイヤーを有することができる。もう１つの例として
、心臓内超音波ガイド(intracardiac ultrasound guidance)に基づく視覚化を改善するた
め、音波発生性ポリマーコーティング(echogenic polymer coating)を使用することがで
きる。代わりの具体例において、デバイス４８は、画像化システム４５によって明瞭に映
し出される材料を含む適切な構造体であって、食道の内部表面に自己整合する構造体であ
れば、いかなる構造体をも有することができる。例えば、デバイス４８は、圧縮性コイル
、圧縮性バネ、または、可撓性メッシュチューブ（ステント）を有することができる。図
２Ａは、該デバイスの構造を明示するために、十分平らにして図示される、グリッド５２
を有するデバイス４８を示す。幾つかの具体例において、グリッド５２を患者の食道の中
に挿入することができるように、グリッド５２は、折り重ねられるか、丸められるか、巻
きつけられるか、収縮されるか、さもなければ、しっかり締められている。デバイス４８
は、患者の口を通して食道の中に挿入される。デバイス４８は、食道の所望の領域に到達
した時、自己分離して(self-extract)して食道の内部表面に自己整合することが可能とな
る。
【００３５】
　幾つかの具体例において、食道マーカーデバイス４８は当初、（図示されていない）外
部シース(external sheath)を用いて、デバイス４８のしっかり締められた形態に保持さ
れている。デバイス４８が挿入された後、外部シースは徐々に引き戻され、次いで、該デ
バイスは、自己分離して食道の内部表面に自己整合することが可能となる。これらの具体
例において、デバイス４８は、それを外部シースの中に引き戻すことによって、取り外す
ことができる。代わりの具体例において、デバイス４８は、しっかり締められた該デバイ
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スの中に挿入されたバルーンを膨張させることによって、食道の内部表面にぴったり合致
するように拡張させられ、その後、収縮させて取り外すことが可能である。バルーンはま
た、温水で満たすことができ、そうすることによって、デバイス４８をそれのしっかり締
められた形態に収縮させて、デバイス４８を安全に回収することが可能となる。
【００３６】
　幾つかの具体例において、食道マーカーデバイス４８は、グリッド５２の１つの端部に
接続されているひも(cord)５６を有する。デバイス４８が食道の中に挿入されるとき、ひ
も５６は、患者の口から延びて、処置が終了した後、デバイス４８を引っ張り出すことが
可能である。場合により、ひも５６はまた、食道中のデバイス４８の深さを概算するのに
使用することもできる。
【００３７】
　図２Ｂは、食道マーカーデバイス４８が挿入されて、食道４０の内部表面と自己整合さ
れた後のデバイス４８を示す。デバイス４８は、食道の輪郭をぴったり近接して進み、そ
うすることにより、画像化システム４５によって明瞭に映し出されるようなやり方で、食
道の精確な形状と位置とを効果的に表していることが分かる。
【００３８】
　幾つかの具体例において、視覚化システム４４がマッピングシステム４７を備えている
場合、食道マーカーデバイス４８の弾性グリッド５２に１個以上のセンサー６０を取り付
けることができる。例えば、視覚化システム４４が磁気的位置追跡システムを備えている
場合、センサー６０は、マッピングシステム４７によって生じる磁場を探知する位置セン
サー、例えば、場探知コイル(field-sensing coils)、を含む。それらの位置センサーは
、探知した場を各々の位置信号に変換し、該位置信号はマッピングシステム４７に送り返
される。マッピングシステム４７は、位置信号を用いて、位置センサーの位置を算出する
。もう１つの例として、マッピングシステム４７がインピーダンスベース位置追跡システ
ムを備えている場合、センサー６０は、適切な電位探知電極(potential-sensing electro
des)を含む。
【００３９】
　センサー６０は、ひも５６と並行して移動する（図示されていない）ワイヤーを用いて
、マッピングシステム４７に連結することができる。カテーテル２８の遠位端に、類似の
センサー６０が取り付けられている。図２Ｂは、心臓の中に挿入されたカテーテル２８で
あって食道４０に極めて接近して心内膜に隣接して配置されているカテーテル２８を示す
。マッピングシステム４７は、それらのセンサーの位置を追跡することによって、カテー
テル２８の座標を、食道マーカーデバイス４８中の幾つかの基準点に関連して算出し表示
することができる。医師は、この相対的な表示を用いて、食道に対して近すぎる、心内膜
上のアブレーションスポット(ablating spots)を回避することができる。図２Ａおよび図
２Ｂは、デバイス４８に取り付けられた２個のセンサー６０を示すが、グリッド５２には
、いかなる個数のセンサーを取り付けてもよい。
【００４０】
　マッピングシステム４７が磁気的位置追跡システムを備えている場合、センサー６０は
また、画像化システム４５によって作り出された心臓の３次元地図と一緒にグリッドの画
像を表示するために使用することができる。幾つかの具体例において、センサーの測定値
は、心臓のもう１つの３次元画像（リアルタイム画像または事前獲得画像）と一緒に食道
マーカーデバイス４８の画像を表示するために使用することができる。
【００４１】
　図３は、本発明の具体例に従って、食道を視覚化しながら、心臓アブレーションを実施
するための方法を概略的に例示する流れ図である。この方法は、挿入段階８０において、
医師が、食道マーカーデバイス４８を患者３６の食道４０の中に挿入することから始まる
。該デバイスが食道の所望の領域に挿入された後、該デバイスは、自己分離して(self-ex
tract)、食道の内部表面に自己整合する(self-conform)ことが可能となる。
【００４２】
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　画像化段階８２において、医師は、視覚化システム４４を使用して、患者の体の少なく
とも一部分を映し出す。映し出される量は典型的には、心臓と、心臓に近接する食道の部
分とを含む。視覚化システムは、食道４０の視覚化品質が食道マーカーデバイス４８によ
って改善された該食道４０を表示する。視覚化システム４４は更に、心臓３２と、心臓３
２の中に挿入されたカテーテル２８とを表示する。
【００４３】
　幾つかの具体例では、計画立て直し段階８３において、視覚化された器官を用いて、ア
ブレーション処置の計画を立て直すことができる。アブレーション計画立て直しの態様は
、例えば、特許出願日２００５年８月２日の米国特許出願第11/195,050号明細書に記述さ
れている。その米国特許出願は、本特許出願の譲受人に譲渡されている。その米国特許出
願明細書の開示内容は、言及されることによって本明細書に組み入れられる。
【００４４】
　アブレーション段階８６において、医師は、視覚化システム４４の表示に助けられて、
心臓アブレーション処置を実施する。心臓、食道およびカテーテルの画像によって、医師
は、食道に接近することが危険である心内膜の上の地点を回避することが可能になり、し
たがって、アブレーション処置の安全性が増大する。アブレーション処置のオンラインガ
イド(online guidance)の態様は、米国特許出願公開第2004/0078036A1号明細書（その米
国特許出願公開明細書の開示内容は、言及されることによって本明細書に組み入れられる
）と、特許出願日２００５年８月２日の米国特許出願第11/195,123号明細書（その米国特
許出願は、本特許出願の譲受人に譲渡されており、また、その米国特許出願明細書の開示
内容は、言及されることによって本明細書に組み入れられる）とに記述されている。
【００４５】
　幾つかの具体例において、カテーテルの位置が危険であると見なされる時（即ち、食道
に近づき過ぎている時）、視覚化システムは、自動的にリアルタイムで医師に警告を出す
ことができる。視覚化システム４４が位置追跡システム(position tracking system)を備
えている場合、例えば警報条件は、食道マーカーデバイス４８に取り付けられたセンサー
６０に関連する、カテーテル２８中のセンサー６０の位置追跡測定値に反応して検出され
ることが可能である。該警報は、医師の注意を引く適切な手段（例えば、警報音、表示部
４６上の色の変化または他の可視指示）であればいかなるものをも含むことができる。
【００４６】
　アブレーション処置が終了した後、取り外し段階８８において、医師は、食道から患者
の口を通して食道マーカーデバイス４８を取り外す。幾つかの具体例では、確認段階９０
において、医師は、アブレーション処置の結果の評価および／または確認を行うことがで
きる。典型的な評価方法および確認方法は、米国特許出願公開第2004/0147920A1号明細書
に記述されている。その米国特許出願公開明細書の開示内容は、言及されることによって
本明細書に組み入れられる。
【００４７】
　上述の諸具体例は一例として列挙されていること、および、本発明は詳細に図示され、
上記に記述されてきたものに限定されないことは、よく理解されるであろう。本発明の範
囲には、正しくは、上述の様々な特徴のコンビネーション(combinations)とサブコンビネ
ーション(sub-combinations)との両方だけでなく、当業者が前記の記述を読んだとき、当
業者が想到するであろう、それらの変形および部分的変更であって、従来技術には開示さ
れていないものをも含まれる。
【００４８】
〔実施の態様〕
（１）食道が視覚化システムによって映し出された時の前記食道の視覚化を改善するため
のデバイスにおいて、
　前記視覚化システムによって映し出された時、明瞭に見える材料を含む構造体であって
、前記視覚化システムによって映し出された時の、前記食道の表面の視覚化品質を改善す
るために、前記構造体が前記食道の中に挿入された時、拡張して前記食道の内部表面と整
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合するように配置されている、構造体と、
　前記デバイスが前記食道から取り外されるのを助けるために、前記食道の中から外へ延
びるように配置されている、前記構造体に取り付けられているひもと、
　を有する、デバイス。
（２）実施態様１に記載のデバイスにおいて、
　前記構造体は、金属製のワイヤーグリッドを有している、デバイス。
（３）実施態様１に記載のデバイスにおいて、
　前記構造体は、圧縮性コイル、バネ、および可撓性メッシュチューブのうちの少なくと
も一種を有している、デバイス。
（４）実施態様１に記載のデバイスにおいて、
　１個以上の位置センサーであって、前記構造体に取り付けられており、位置座標を前記
視覚化システムに提供するように構成されている、位置センサー、
　を有している、デバイス。
（５）食道の視覚化を改善するためのデバイスにおいて、
　前記食道の中に挿入された時、拡張して前記食道の内部表面と一致するように配置され
ている構造体と、
　前記構造体に取り付けられている１個以上の位置センサーであって、各々の位置信号を
発生して、位置追跡システムが前記食道の内部における前記１個以上の位置センサーの各
々の位置を算出することができるように配置されている、位置センサーと、
　を有する、デバイス。
（６）実施態様５に記載のデバイスにおいて、
　前記構造体は、視覚化システムによって映し出された時、明瞭に見える材料を含む、デ
バイス。
（７）実施態様５に記載のデバイスにおいて、
　前記位置センサーは、磁気的位置追跡システムによって作り出された複数の磁場を探知
するように、かつ、前記探知された磁場に対してそれぞれ前記位置信号を発生するように
配置されている、デバイス。
（８）実施態様５に記載のデバイスにおいて、
　前記位置センサーは、インピーダンスベース位置追跡システムによって作り出された複
数の電気信号を探知するように、かつ、前記探知された電気信号に対してそれぞれ前記位
置信号を発生するように配置されている、デバイス。
（９）器官の視覚化を改善するためのデバイスにおいて、
　前記器官の中に挿入された時、拡張して前記器官の内部表面と整合するように配置され
ている構造体と、
　前記構造体に取り付けられている１個以上の位置センサーであって、各々の位置信号を
発生して、位置追跡システムが前記器官の内部における前記１個以上の位置センサーの各
々の位置を算出することができるように配置されている、位置センサーと、
　を有する、デバイス。
（１０）実施態様９に記載のデバイスにおいて、
　前記構造体は、視覚化システムによって映し出された時、明瞭に見える材料を含む、デ
バイス。
【００４９】
（１１）患者を処置するためのシステムにおいて、
　患者の体の少なくとも一部分を映し出すように配置されている視覚化システムと、
　前記患者の食道が前記視覚化システムによって映し出された時の、前記食道の表面の視
覚化品質を改善するために、前記食道の中に挿入される時、拡張して前記食道の内部表面
と整合するように配置されている構造体、を有するマーカーデバイスと、
　を備えている、患者を処置するためのシステム。
（１２）実施態様１１に記載の患者を処置するためのシステムにおいて、
　前記構造体は、視覚化システムによって映し出された時、明瞭に見える材料を含む、患
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者を処置するためのシステム。
（１３）実施態様１１に記載の患者を処置するためのシステムにおいて、
　前記視覚化システムは、前記食道を映し出すように機能する画像化システムを備えてお
り、
　前記構造体は、金属製ワイヤーグリッド、圧縮性コイル、バネ、および可撓性メッシュ
チューブのうちの少なくとも１種を有している、
　患者を処置するためのシステム。
（１４）実施態様１１に記載の患者を処置するためのシステムにおいて、
　前記マーカーデバイスは、前記構造体に取り付けられた１個以上の位置センサーを備え
ており、
　前記視覚化システムは、前記１個以上の位置センサーの各々の位置を追跡して、前記１
個以上の位置センサーの位置座標を算出するように機能するマッピングシステムを備えて
いる、
　患者を処置するためのシステム。
（１５）実施態様１４に記載の患者を処置するためのシステムにおいて、
　前記マッピングシステムは、磁気的位置追跡システム、およびインピーダンスベース位
置追跡システム、のうちの少なくとも一方を備えている、患者を処置するためのシステム
。
（１６）実施態様１４に記載の患者を処置するためのシステムにおいて、
　前記視覚化システムは、前記マッピングシステムに加えて、前記食道を映し出すように
機能する画像化システムを備えており、
　前記視覚化システムは、前記位置センサーの位置座標を前記画像化システムによって作
り出された画像に位置合わせし、かつ、前記位置座標と前記画像とを一緒に医師に表示す
るように配置されている、
　患者を処置するためのシステム。
（１７）実施態様１１に記載の患者を処置するためのシステムにおいて、
　患者の心臓の医療処置を実施するために、前記心臓の中に挿入されるように構成されて
いるカテーテル、
　を備え、
　前記視覚化システムは、前記カテーテルと前記食道の相対的位置を決定するように配置
されている、患者を処置するためのシステム。
（１８）実施態様１７に記載の患者を処置するためのシステムにおいて、
　前記視覚化システムは、前記相対的位置に反応して、前記処置に関連する警報条件を検
知するように、かつ、前記警報条件が検出された時、医師に警報するように配置されてい
る、患者を処置するためのシステム。
（１９）実施態様１１に記載の患者を処置するためのシステムにおいて、
　前記マーカーデバイスは、
　前記構造体に取り付けられたひもであって、前記食道の中から外に延びて、前記食道か
ら前記マーカーデバイスが取り外されるのを助けるように配置されている、ひも、
　を有している、患者を処置するためのシステム。
（２０）患者を処置するためのシステムにおいて、
　患者の体の少なくとも一部分を映し出すように配置されている視覚化システムと、
　前記視覚化システムによって映し出された時、明瞭に見える材料を含む構造体を有する
マーカーデバイスであって、前記患者の器官が前記視覚化システムによって映し出された
時の、前記器官の表面の視覚化品質を改善するために、前記構造体は、前記構造体が前記
患者の器官の中に挿入された時、拡張して前記器官の内部表面と整合するように配置され
ている、マーカーデバイスと、
　を備えている、患者を処置するためのシステム。
【００５０】
（２１）患者を処置するための方法において、
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　拡張して前記患者の食道の内部表面と整合するように配置されている構造体を有するマ
ーカーデバイスを、前記食道の中に挿入する段階と、
　前記患者の胸部の画像を形成する段階であって、前記食道に入っている前記構造体が前
記画像における前記食道の位置を示す、段階と、
　前記画像を使用しながら前記患者の前記胸部の医療処置を行う段階と、
　を含む、方法。
（２２）実施態様２１に記載の方法において、
　前記医療処置を行う段階は、前記患者の心臓の処置を行うために、前記心臓の中にカテ
ーテルを挿入する段階を含む、方法。
（２３）実施態様２１に記載の方法において、
　前記画像を形成する段階は、視覚化システムを使用して、前記胸部を視覚化する段階を
含み、
　前記構造体は、前記視覚化システムによって映し出された時、明瞭に見える材料を含み
、前記画像における前記食道の位置を示す、方法。
（２４）実施態様２１に記載の方法において、
　前記視覚化システムは、前記食道を映し出すように機能する画像化システムを備えてお
り、
　前記構造体は、金属製ワイヤーグリッド、圧縮性コイル、バネ、および可撓性メッシュ
チューブのうちの少なくとも１種を有する、方法。
（２５）実施態様２１に記載の方法において、
　前記マーカーデバイスは、
　前記構造体に取り付けられた１個以上の位置センサーであって、それぞれの位置信号を
発生して、位置追跡システムが前記食道の内部における前記の１個以上の位置センサーの
それぞれの位置を算出することができるように配置されている、位置センサー、
　を備えており、
　前記画像を形成する段階は、前記位置追跡システムを使用して、前記１個以上の位置セ
ンサーのそれぞれの位置を追跡して表示する段階を含む、方法。
（２６）実施態様２５に記載の方法において、
　前記位置追跡システムは、磁気的位置追跡システム、およびインピーダンスベース位置
追跡システム、のうちの少なくとも一方を備える、方法。
（２７）実施態様２５に記載の方法において、
　前記画像を形成する段階は、
　画像化システムによって作り出された画像と一緒に前記１個以上の位置センサーのそれ
ぞれの位置座標を表示する段階、および、
　前記位置座標と前記画像化システムによって作り出された前記画像とを一緒に医師に表
示する段階、
　を含む、方法。
（２８）実施態様２５に記載の方法において、
　前記医療処置を行う段階は、位置センサーを有するカテーテルを、前記患者の心臓の中
に挿入する段階を含み、
　前記画像を形成する段階は、前記位置追跡システムを使用して、前記食道に関連する前
記カテーテルの相対的位置を追跡して表示する段階を含む、
　方法。
（２９）実施態様２８に記載の方法において、
　前記医療処置を行う段階は、
　前記カテーテルの相対的位置に反応して、前記処置に関連する警報条件を検出する段階
と、
　前記警報条件が検知された時、医師に警報する段階と、
　を含む、方法。
（３０）実施態様２１に記載の方法において、
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　前記医療処置を行う段階は、前記処置の計画を立て直す段階、および、前記画像を用い
て前記処置の結果を確認する段階、のうちの少なくとも１つを含む、方法。
【００５１】
（３１）実施態様２１に記載の方法において、
　前記マーカーデバイスは、前記構造体に取り付けられたひもを有し、
　前記マーカーデバイスを挿入する段階は、
　　前記ひもを前記食道の中から外に延ばす段階と、
　　前記処置の後、前記ひもを用いて、前記マーカーデバイスを前記食道から取り外す段
階と、
　を含む、方法。
（３２）患者を処置するための方法において、
　拡張して前記患者の器官の内部表面と整合するように配置されている構造体を有するマ
ーカーデバイスを、前記器官の中に挿入する段階と、
　前記患者の体の少なくとも一部分の画像を形成する段階であって、前記器官に入ってい
る前記構造体が前記画像における前記器官の位置を示す、段階と、
　前記画像を使用しながら前記患者の体の前記少なくとも一部分の医療処置を行う段階と
、
　を含む、方法。
（３３）実施態様３２に記載の方法において、
　前記画像を形成する段階は、視覚化システムを使用して、前記体の前記少なくとも一部
分を視覚化する段階を含み、
　前記構造体は、前記視覚化システムによって映し出された時、明瞭に見える材料を含み
、前記画像における前記器官の位置を示す、方法。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の具体例による、心臓アブレーションを行うためのシステム２０の概略見
取り図である。
【図２Ａ】本発明の具体例による、食道を視覚化するためのデバイスの概略見取り図であ
る。
【図２Ｂ】本発明の具体例による、食道を視覚化するためのデバイスの概略見取り図であ
る。
【図３】本発明の具体例による、食道を視覚化しながら心臓アブレーションを行うための
方法を概略的に例示する流れ図である。
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